
 

学校法人関西看護医療大学情報公開規程 

 

（趣旨）  

第 1 条 この規程は、学校法人関西看護医療大学（以下「本法人」という。）が情報を積極

的に公開することによって本法人の公共性や社会的責任を明確にすることを目的とし、情

報公開の実施及び情報の管理に関し、必要な事項について定める。  

（定義）  

第 2 条 この規程において「情報」とは、本法人において職務上作成され又は取得した文書、

記録、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られた記録をいう。）であって、本法人が用いるものとして保有

しているものをいう。 

2  この規程において「部局」とは、関西看護医療大学（以下「大学」という。）の看護学部、

図書館、看護診断研究センター、事務局をいう。  

（公開する情報の範囲等）  

第 3 条 本法人が公開する情報は、別表のとおりとする。  

2  前項に定める情報の公開は、事務室等に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネッ

トの利用その他情報通信の技術を利用する等の方法により行うものとする。  

3  前2項のほか、法人の諸活動について保有する情報の公開に関する施策の充実に努めるも

のとする。  

4  第1項の別表に掲げる各区分に該当する具体の公開事項は、細則により別に定めるものと

する。 

（開示請求）  

第 4 条 前条第1項に定める情報以外のものについて、情報の開示を請求しようとする者（以

下「開示請求者」という。）は、本法人所定の様式（以下「開示請求書」という。）によ

り開示窓口において、又は郵送により開示請求書を提出して行わなければならない。  

2  前項に定める開示窓口及び開示担当部局は大学事務局とする。  

（開示請求の補正）  

第 5 条 本法人は、開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に対し相当の期間

を定めて補正を求めることができる。  

（開示の決定）  

第 6 条  第3条第1項に定めるもの以外の情報の開示は、当該情報を保有する部局の長と事務

局長が協議し、双方の合意をもって開示又は不開示の決定を行うものとする。  

（不開示情報）  

第 7 条  開示請求があったときは、開示請求にかかる情報に次の各号に掲げる情報（以下「不

開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、当該法人文書に係る開示

の決定をするものとする。  

(1)  個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当



 

該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することが

できるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができること

となるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることによ

り個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。  

イ  法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されているもの  

ロ  人の生命、健康、生活、又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認め

られるもの  

(2)  法人その他の団体（以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当

該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活、又は財

産を保護するため公にすることが必要であると認められる情報を除く。  

イ  公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、地位その他正当な利益を害す

るおそれがあるもの  

ロ  法人等の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたもの、その他開示し

ないことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの  

(3)  本法人及び法人等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する事項であっ

て、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が損なわれるお

それ、又は特定の者に不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの  

(4)  国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人との事務又は事業に

関する情報であって、公にすることにより当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるもの  

（部分開示）  

第 8 条  本法人は、開示請求にかかる情報に不開示情報がある場合において、不開示情報で

ある部分を容易に区分又は加工して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につ

き開示決定等を行うことができるものとする。  

（公益上の理由による裁量的開示）  

第 9 条  開示請求にかかる法人文書に不開示情報がある場合であっても、公益上特に必要が

あると認めるときは、開示請求者に対し当該情報を開示することができる。  

（情報の存否の開示等）  

第 10 条  開示請求に対し、当該開示請求にかかる情報が存在しているか否かを答えるだけで、

不開示情報を開示することとなるときは、当該情報の存否を明らかにしないで開示請求を

拒否することができる。 

（開示決定等の期限）  

第 11 条  開示決定等は、開示請求があった日から30日以内に行う。ただし、第5条の規定に

より補正を求めた場合、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。  

2  前項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定

する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合には開示請求者に対し遅滞な

く書面により通知する。  

（開示決定等の期限の特例）  



 

第 12 条  開示請求にかかる情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内

にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそ

れがある場合は、前条の規定にかかわらず開示請求にかかる情報のうち相当の部分につき

当該期間内に開示決定等を行い、この場合には開示請求があった日から30日以内に開示請

求者に対し書面により通知する。  

（開示の実施等）  

第 13 条  情報の開示は、開示請求者に対し、閲覧又は写しの交付（電磁的記録については、

用紙に出力したものの閲覧又は交付）により行うものとする。ただし、電磁的記録につい

ては、その種別、情報化の進展状況等を勘案し、用紙に出力したものの閲覧又は交付以外

の方法により行うことがある。  

2  情報の開示は、本法人の定める場所において行うものとする。  

3  開示に要する経費（用紙、コピー代等）は、実費を徴収するものとする。 

4  開示を受ける者が写しの送付による開示を希望する場合は、これを送付するものとする。

この場合、開示を受ける者から、前項に規定する実費のほか郵送料を郵便切手で受領する

ものとする。  

（情報開示審議委員会）  

第 14 条  情報開示にかかる決定に対して異議の申立てがあったときは、その都度情報開示審

議委員会（以下「審議委員会」という。）を設置し、当該異議の申立人に対し審議を行う

旨を通知するものとする。  

2  審議委員会は、次に掲げる委員をもって組織し当該異議の申立てに対する審議を行う。  

(1) 本法人の理事会が選出した者  3名  

(2)  学外の有識者                 2名  

3  審議委員会に委員長を置き、委員の互選により決定する。  

4  委員長は、審議委員会の議長となる。  

5  審議委員会は、４名以上の委員の出席により成立し、議事は出席委員の過半数をもって決

する。可否同数の場合は、委員長の決するところによる。  

6  本法人は、審議委員会の審議結果に基づき、本法人の理事会において当該異議の申立てに

対する決定を行い、異議の申立人に対し審議結果を通知する。 

（適正管理）  

第 15 条  部局の長は、情報の漏洩、滅失、毀損及び改ざんの防止その他安全管理のために必

要な措置を講じなければならない。  

2  部局の長は、情報を取り扱う所属員に対し、安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督

を行わなければならない。  

3  部局の長は、所管の情報をその利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の

状態に保つよう努めなければならない。  

（補則）  

第 16 条  この規程に定めるもののほか、情報公開の実施に関し必要な事項は理事長が別に定

める。  



 

 

附 則  

 この規程は、平成23年2月1日から施行する。  

 

 

 

別表 

区分 公  開  情  報  項  目  

１ 教育研究上の目的に関すること 

２ 教育研究上の基本組織に関すること 

３ 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること  

４ 

入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生

の数、卒業又は終了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学

及び就職等の状況に関すること 

５ 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること  

６ 
 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に

関すること 

７  校地、校舎等の施設及び設備その他学生の教育研究環境に関すること  

８  授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 

９  学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

１０ 
 前項目のほか教育上の目的に応じ、公開が必要とされる事項に関する

こと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

学校法人関西看護医療大学情報公開に関する細則 

 

 (趣旨) 

第 1 条 この細則は、学校法人関西看護医療大学情報公開規程(以下「情報公開規程」という。)

第 3 条第 4 項の規定に基づき、学校法人関西看護医療大学における具体の公開事項について

定めるものとする。 

(公開事項) 

第 2 条 情報公開規程に定める別表の各区分に該当する具体の公開事項は、次のとおりとする。 

(1) 区分１（教育研究上の目的に関すること） 

  ① 建学の精神 

  ② 教育理念 

  ③ 教育目的 

  ④ 教育方針 

(2) 区分２（教育研究上の基本組織に関すること） 

  ① 教育研究組織図 

  ② 大学運営組織図 

(3) 区分３（教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること） 

  ① 教員組織図 

  ② 教員数（職階別構成表） 

  ③ 教員紹介 

(4) 区分４（入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、

卒業又は終了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関

すること） 

  ① 入学試験区分別実施要領 

  ② 入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー） 

  ③ 年度別入学者数及び受入定員 

  ④ 在籍学生数（学年別在籍表） 

  ⑤ 修了者数（年度別表） 

  ⑥ 就職者・進学者数（年度別表） 

  ⑦ 退学者数（年度別表） 

(5) 区分５（授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること） 

  ① 履修モデル 

  ② 学習のプロセス 

  ③ 教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー） 

  ④ 年度別カリキュラム（卒業要件単位含む） 

  ⑤ 各科目の成績評価基準を含むシラバス 

  ⑥ 学年暦 



 

(6) 区分６（学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関するこ

と） 

 ① 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー） 

 ② 年度別カリキュラム（卒業要件単位含む）〔重複〕 

 ③ 学修評価基準 

 

(7) 区分７（校地、校舎等の施設及び設備その他学生の教育研究環境に関すること） 

  ① 施設、設備（キャンパスマップ（構内全体図）、図書館（蔵書数等）、保健室、運動

施設、コンピュータ演習室、学生食堂、学生ラウンジ、オープンスチューデントルー

ム） 

  ② 課外活動（クラブ・サークル活動、大学際、新入生歓迎会、学生自治会） 

  ③ 大学周辺情報（大学周辺マップ、大学交通アクセス） 

(8) 区分８（授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること） 

  ①学納金一覧（入学金・授業料） 

(9) 区分９（学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること） 

  ① 取得可能学位 

  ② 取得可能資格 

  ③ 国家試験合格状況（看護師・保健師） 

(10) 区分 10（前項目のほか教育上の目的に応じ、公開が必要とされる事項に関すること） 

  ① 奨学金制度(学生支援機構、順心会奨学金、その他各病院奨学金、市町村奨学金) 

  ② 特待生制度 

  ③ FD 活動状況 

  ④ チューター制・担任制・オフィスアワー制 

  ⑤ 地域貢献(看護診断セミナー、市民講座、高大連携、科目等履修生・聴講生) 

  ⑥ 既修得単位認定状況 

  ⑦ 学内倫理 

  ⑧ オープンキャンパス 

  ⑨ 財務状況 

    財務諸表、監事監査報告書 

    ⑩ 主要な諸規則 

（補則） 

第 3 条 この細則に定めるもののほか、情報の公開に関し必要な事項は理事長が別に定める。 

 

附 則 

この細則は、平成 23 年 2 月 24 日から施行する。 

 


